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札幌市建設局 下水道河川部 経営管理課 

 

札幌市下水道事業中期経営プラン 2015（案）について、平成 23 年（2011

年）12 月 5 日（月）から平成 24 年（2012 年）1 月 5 日（木）までの 32 日

間、パブリックコメント手続を実施し、皆さまから 27 件のご意見をいただきま

した。 

 このたび、皆さまからのご意見の概要と、それに対する札幌市の考え方をまと

めましたので報告いたします。 

 なお、いただいたご意見は、趣旨が変わらない程度に要約していることをご了

承願います。 
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１ パブリックコメントの実施の概要 

(1) 募集期間 

    平成 23 年（2011 年）12 月 5 日（月） 

～平成 24 年（2012 年）1 月 5 日（木） 32 日間 

(2) 募集方法 

    郵送、FAX、電子メール、ホームページ、持参 

(3) 資料の配布場所 

    札幌市役所本庁舎（2 階 行政情報課）、各区役所総務企画課広聴係、 

札幌市下水道庁舎（3 階 経営管理課）、札幌市下水道科学館、 

札幌市ホームページ 

(4) 寄せられたご意見数 

   ア ご意見提出者数  26 人 

   イ ご意見数     27 件 

   ウ 項目別ご意見数 

 

項 目 意見件数 

計画全般 3 

第１章 総論 1 

第２章 事業計画 10 

１ 下水道機能の維持 （0） 

２ 災害に強い下水道の実現 （5） 

３ 清らかな水環境の保全と創出 （1） 

４ 低炭素・循環型都市の実現 （4） 

 

５ 事業実施箇所図Ⅰ・Ⅱ、施策別事業費、達成目標総括表 （0） 

第３章 財政計画 3 

１ 経営基盤の強化 （3） 
 

２ 中期財政見通し （0） 

第４章 運営の視点 ～市民参画の推進～ 10 

第５章 進行管理 0 

参考資料  0 

合計 27 
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２ ご意見に基づく修正点 

No. 頁 修 正 前 修 正 後 

第 1 章 総論（1 点） 

4 

 

 

 

P3 

 

 

 

 

＜取組方針 2＞ 

省エネルギーや新エネルギーの導入に

努める等、積極的に環境負荷の低減に努め

ます。 

※ 文言の修正 

＜取組方針 2＞ 

省エネルギーの推進や新エネルギーの導入

に努める等、積極的に環境負荷の低減に努め

ます。 

参考資料（1 点） 

3 

 

 

P24 

P25 

 

掲載無し 

※ 掲載事項の追加 

直近の事業状況が分かるように、参考資料と

して、札幌市下水道事業中期経営プラン（平成

19～23 年度）の実施状況を掲載しました。 
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３ 寄せられたご意見の概要とそれに対する札幌市の考え方 

No. 頁 意見の概要 市の考え方 

計画全般（3 件） 

1  基本方針を見てみますと、「暮らし」「環

境」「資産と技術」のいずれも大切で早急

に取り組むべきで、費用もかなりの額にな

ります。人口減少時代とともに、人材も変

わりつつあり、沢山の取り組み課題があ

り、大変でしょうが、文化生活をするため

には水は 1 番大切です。 

私の子供時代は不便で不衛生でした。そ

の当時を考えますと、いつも感謝していま

す。 

 

 今後も、基本方針に基づき、これまで築

き上げた良好な生活環境や社会基盤施設を

しっかりと次世代へ引き継いでいくため、

計画的に事業運営を実施してまいります。

2  （プラン内で雪対策事業が無いことにつ

いて）雪対策（流雪溝）については、水再

生プラザの処理水量の確保や放流河川の

存在等、様々な要件・課題があるというこ

とについて啓発を進めるべきと考えます。

本プランの第４章で掲げた「情報共有」

「市民参加」の視点に基づき、雪対策事業

についても、出前講座等の機会を通じて、

ご指摘の点も触れながら、市民の皆さまの

一層のご理解を求めてまいります。 

 

3   

札幌の下水道は、ほぼ 100%の普及率

と認識していましたが、まだ随分とお金が

かかるのですね。今までも下水道の建設や

維持にこれぐらいの費用がかかっていた

のでしょうか。 

これまでの状況が分からないため、今回

のプランでの費用や取組内容について評

価しづらい感じがします。 

2 ページを見ると今回のプランの前に

平成 19 年度から平成 23 年度までの計画

を策定していたようですが、その内容を記

載できないでしょうか。 

 

【修正】 

 ご意見の趣旨を踏まえ、参考資料として、

札幌市下水道事業中期経営プラン（計画期

間：平成 19～23 年度）の実施状況につい

て掲載します。 

第１章 総論（1 件） 

4 P３ 

 

 

 

取組方針 2 の「省エネルギーや新エネル

ギーの導入」は、「省エネルギー施設や新

エネルギーの導入」とした方が理解しすい

と考えます。 

【修正】 

原案では、施設や設備の導入（ハード対

策）のみならず、運転の効率化や熱利用（ソ

フト対策）等を含む広い意味で省エネルギ

ー、新エネルギーという表現を用いていま

す。しかしながら、「省エネルギーの導入」

という表現につきましては、ハード対策の

印象を強く与えてしまうため、「省エネルギ

ーの推進」という表現に修正いたします。
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第２章 事業計画（10 件） 

２ 災害に強い下水道の実現（5 件） 

5 P6 降雨に伴う浸水に備え、下水道施設（東

部水再生プラザ）の耐久性（耐水性）を高

めるよう補強を視点に入れていく事も必

要であると思います。 

平成 17 年に供用開始しました東部水再

生プラザについては、予想される浸水水位

に対し、処理場の運転に支障がでない構造

としております。これより以前に供用開始

しました施設につきましては、施設の改築

や更新に合わせて、必要に応じて耐久性（耐

水性）の向上に努めてまいります。 

 

6 P7 海に隣接している西部スラッジセンタ

ーは耐震（津波）対策を図るべきと考えま

す。 

更に、当センターにて汚泥処理が不可能

になる事態や当センターへの汚泥圧送が

困難となった場合に備え、当センター区域

の汚泥を東部スラッジセンターへ圧送す

ることも検討すべきと考えます。 

今回の大震災における大津波被害を受

け、現在、北海道が津波予測の見直しを進

めており、その結果を受け、対象となる下

水道施設を調査していく予定です。国にお

いても、下水道施設に関する津波の技術検

討委員会が設置されており、これらの動向

等にも注視しながら、津波対策に関する取

組について検討してまいります。 

また、東部スラッジセンターへの圧送に

つきましては、P7 の「地震対策」の主な取

組に記載のとおり、東西スラッジセンター

間の送受泥を可能とする東西連絡管の整備

を予定しています。 

 

 

7 P7 災害に強い下水道の実現の内容は、東日

本大震災を反映した結果でしょうか。具体

的に反映したところはその事が分かるよ

うに表現して欲しい。それとも既に織り込

み済みだったのでしょうか。地震対策緊急

整備計画がそれに当たるのでしょうか。 

災害に強い下水道の実現の内容は、兵庫

県南部地震（1995 年）・新潟県中越地震

（2004 年）を踏まえ見直された『下水道

施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協

会 2006 年発行）』（以下、指針という。）

に基づき、整備計画を策定し、これまで進

めてきた地震対策を継続的に実施するもの

であり、東日本大震災以前の内容と大きな

違いはありませんが、より積極的に進めて

まいります。 

なお、今回の大震災を踏まえ、国から出

された技術的提言では、「震度７を観測した

地域において、『指針』に基づき補修された

管路が、今回の地震による再被災がほとん

ど生じていないことから、今後の下水道施

設の耐震設計においても『指針』を適用す

る」とあり、施設の耐震対策の基本的な考

え方に変更はありません。  
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8 P7 地震対策で液状化対策は必要は無いの

でしょうか。 

札幌市の下水道施設は、兵庫県南部地

（1995 年）・新潟県中越地震（2004 年）

を踏まえ見直された『下水道施設の耐震対

策指針と解説（日本下水道協会 2006 年発

行）』に基づき、地震対策を進めております。

新設する管路施設につきましては、必要に

応じて埋め戻し土の締め固め等による液状

化対策を行っております。また、現在、国

による液状化対策等の検討が進められてお

り、これらの動向を踏まえ、地震対策の取

組について検討を進めてまいります。 

 

 

 

9 P7 拓北水再生プラザから茨戸水再生プラ

ザへの汚泥圧送管を実施の方向で検討し

た方が良いと思います。圧送ルートは、最

短ルートとして、財政コストを抑えるよう

に心掛けて欲しいと思います。 

P12 の「事業実施箇所図Ⅰ」に記載のと

おり、拓北水再生プラザと茨戸水再生プラ

ザ間の汚泥圧送管の整備を予定していま

す。また、ルートの設定にあたっては、建

設コストを充分に勘案した上で決定いたし

ます。 

 

 

３ 清らかな水環境の保全と創出（1 件） 

10 P9 河川水質の状況を総合的に判断した上

で水再生プラザにてステップ流入式硝化

脱窒法を導入すべきと考えます。茨戸川は

閉鎖性水域であることから、創成川・伏古

川水再生プラザの高度処理は継続すべき

と考えます。 

P9 の「処理の高度化の推進」の主な取組

に記載のとおり、新たな高度処理施設の整

備にあたっては、各水再生プラザからの放

流水質や河川水質の状況等を踏まえた上で

検討してまいります。また、創成川・伏古

川・東部水再生プラザにおける高度処理は

継続いたします。 

 

 

４ 低炭素・循環型都市の実現（4 件） 

11 P10 下水道施設は自然エネルギー化へ転換

する必要があると考えています。 

今後は民間機関、大学等の研究機関との

協働により、自然、省、新エネルギー施策

による電力消費の抑制について、技術の向

上を図っていくべきと考えます。 

 

 

12 P10 水再生プラザ内の LED の導入及び下水

処理過程における運転上の工夫を続けて

ほしい。 

 

 

P.10 の「地球温暖化対策」の取組内容に

記載のとおり、「札幌市下水道における地球

温暖化対策推進計画」に基づき、省エネル

ギー・新エネルギー設備の導入、処理プロ

セスの効率化等を進めてまいります。 

また、民間企業等との協働による技術の

向上については、省エネルギー化の推進、

新エネルギーの導入に限らず、さまざまな

分野において検討してまいります。 
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13 P11 今後 10 年間の取組内容、「バイオマス

エネルギーの活用などを視野に入れた有

効利用メニューの多角化について検討」に

ついて、コンポスト事業の廃止が決定され

ている今、新たに汚泥を利用しバイオマス

エネルギーの活用の方向を検討すること

は、新たな投資、長期間にわたるランニン

グコストが発生することになりかねない

と感じます。 

バイオマス発電などを企画する民間企

業に対し、汚泥の安定的供給、財政的支援

なら理解できます。 

現在の汚泥の有効利用方法は、コンポス

ト化を除くとセメント原料等の建設資材と

しての利用が多くなっています。しかしな

がら、今後も安定的に汚泥の処理処分・再

生を行うためには、利用方法の多角化につ

いても検討を進める必要があると考えてお

ります。その手法についてはいただいたご

意見等を参考として、効率的・効果的な手

法を検討してまいります。 

14 P11 東京都の燃料化施設の写真が載ってい

ますが、事業化メニューの例でしょうか。

下水道資源の有効利用について考えてい

るメニューについて具体的に記載して下

さい。 

掲載しております東京都の燃料化施設の

写真は、他都市で行っている汚泥の資源化

メニューの一例をご紹介したものです。 

 汚泥の有効利用についての具体的なメニ

ューにつきましては、現在、汚泥の資源化

技術の適用性について検討を行っている段

階であることをご理解下さい。 

第３章 財政計画（3 件） 

 １ 経営基盤の強化（3 件） 

15 P16 財政的に維持管理費の削減は大事。維持

管理費は前プランより29億円減少する見

込みとのことですが少なすぎ。維持基準の

見直し、作業の更なる合理化等を行い、少

なくとも 1 年で 1％以上（5 年で 40 億円

以上）減少すべき。それとも既に努力の余

地はない状況なのでしょうか。 

16 P16 札幌市の下水道の改修にはお金がかか

るので、家庭用 100 円、業務用 200 円

～300 円位値上げすることで少しでも財

源のたしになると思うけど、反対の方もい

るでしょうから「水」の大切さを市民に理

解することが 1 番大事な事だと思います。

17 P16 財政計画について、借金の残金が消化し

ておらず、管路の更新の増加が見込まれ、

内部留保が減少していく見込みとなって

いる。このままでは、後世の人達に負担を

強いる事を踏まえ、現段階から、受益者負

担の値上げの実施を視野に入れなければ

ならない危機に至っていると考えます。 

受益者負担の増加を見据え、市民意識を

高めるように丁寧に説明する工夫を考案

して頂きたいと思います。なお、コストの

効率化は継続して頂きたい。 

 

今プランの維持管理費につきましては、

前プランと比較して、施設管理の無人化や

汚泥処理の集中化等により人件費や委託費

を大幅に縮減した一方で、老朽化が進行す

る施設の修繕費用を大幅に増額した結果で

ある事をご理解下さい。 

札幌市の下水道事業は本格的な維持管

理・更新の時代を迎えつつあります。限ら

れた財源で確実に下水道の機能を維持して

いくため、修繕事業の強化により施設を延

命化することで更新事業費の抑制を図ると

ともに、一層の経営の効率化に努めてまい

ります。また、施設の集中的な更新に備え

た資金確保の観点から、受益者負担のあり

方についても検討も進めてまいります。 

 受益者負担に係る検討を進める過程にお

いては、市民の皆さまに、下水道事業の現

状や今後の課題やその対応などについて十

分に説明し、ご理解をいただけるよう努め

てまいります。 
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第４章 運営の視点 ～市民参画の推進～（10 件） 

18 P20 現在発行している「雪対策下水道」とい

うパンフレットがありますが、雪対策施設

については、札幌駅北口の都心北融雪槽や

藻岩下流雪溝（下水道事業以外のもの）が

存在していることから、パンフレットの更

新時に、他部局と連携して作成してはいか

がでしょうか。 

「雪対策下水道」のパンフレットにつき

ましては、平成 22 年 12 月に供用開始し

た新琴似北流雪溝を盛り込むため、今年度、

更新を行います。ご指摘のありました、下

水道関連以外の雪対策施設についてもご紹

介する予定になっております。 

19 P20 平成22年度の下水道科学館の事業仕分

けの際に、下水道施設をそのまま見せれば

よいという意見があったが、下水管を直に

見学することは、硫化水素等により健康に

影響を及ぼすことから、施設見学について

は、従来どおり水再生プラザで実施してい

ただきたい。 

 

P20の「情報共有による市民理解の促進」

の主な取組に記載のとおり、引き続き、水

再生プラザや汚泥処理施設の見学会を実施

してまいります。 

20 P20 下水道科学館へのリピーター対策とし

て、館内の展示物等、来館者をあきさせな

いように変化を付けていくよう心掛けて

ほしいと思います。 

 

P20の「情報共有による市民理解の促進」

の主な取組に記載のとおり、経済性を考慮

しながら、下水道を体感できる新たな展示

物等の充実に努めてまいります。 

21 P20 インターネットの活用に関して、高齢者

の方々が利用する事が難しい点を配慮し、

広報印刷誌面の在り方の改善（検討）を視

野に入れて頂きたい。 

22 P20 市役所、区役所にパンフレットが設置し

ていますが、市民の関心は今一つです。下

水道科学館に、親子連れでも１人でも行っ

てみるべきだと思う。災害の時に一番大事

なのは「水」の確保なので。 

 

23 P20 パンフレットなどで、下水道の財政は市

民に分かりづらい事から、家計に置き換え

た表記を導入すべきであると考えます。 

24 P20 下水道事業の PR 方法について、地下鉄

構内掲示板（札幌市からのお知らせ・イン

フォメーション）や地下鉄、市電車内の広

告の活用など、総合的に検討すべきと思い

ます。 

今後も下水道科学館の活用をはじめ、さ

まざまな情報提供手段を活用し、より効果

的で分かりやすい広報活動に努めてまいり

ます。 

25 P21 市民が理解しやすい広報となるために

は、下水道モニターとの協働により進めて

いく必要があると思う。 

 

26 P21 下水道モニター制度は今後とも継続す

べきと考えます。下水道事業の理解を深め

るため、委嘱期間を複数年とする等の配慮

をお願い致します。 

今後も下水道モニター制度を積極的に活

用した広報活動に努めるとともに、制度の

改善に向けた検討も進めてまいります。 



-9/10- 

27 P21 出前講座について、市民の方々には出前

講座という存在自体を見聞きしていない

方がいる事を踏まえ、地域の連合町内会行

事の際に職員が積極的に出向き、広報活

動・意見交換をしてはいかがでしょうか。

 

 多くの市民の皆さまに下水道事業に係る

出前講座をご利用していただけるよう、積

極的な PR に心がけてまいります。 
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札幌市建設局下水道河川部経営管理課 

住所：〒062-8570 札幌市豊平区豊平 6条 3丁目 2-1 

         下水道庁舎 3階 

電話：011-818-3452 FAX：011-812-5203 

電子メール：gesui@city.sapporo.jp 

 

市政等資料番号 02-A01-11-1598 


